
【職員における重点的なチェック項目】

チェック欄☑

・日常生活でも、外出時は常にマスクを着用し、手指衛生を強化しているか。

・日常生活でも、感染リスクを避ける行動（大人数での飲食や「三つの密」が重なる場の
回避、感染が拡大している地域への旅行の回避など）を徹底しているか。

・出勤前に体温を計測し、少しでも「体調がおかしい」と自覚したら、出勤を行わず診療
を受けるとともに、管理者、コロナガード等へ報告しているか。

・施設内でのマスクの常用、手指衛生の強化を徹底して遵守しているか。

・食堂や詰め所でマスクをはずして飲食をする場合、他の職員と一定の距離を保ってい
るか。

チ　ェ　ッ　ク　項　目

高齢者・障がい者施設の感染拡大防止の「重点項目」チェックリスト

（１）日常生活での感染予防策の徹底について
　　　　①マスクの着用、②手洗い、③身体的距離の確保など

（２）施設内に感染を持ち込まないための対策について

【チェックリストの目的】

〇 県内施設でのクラスター発生や頻発する感染例等、現在の感染拡大状況を踏まえ

「施設に感染を持ち込まないこと」「施設での感染拡大を徹底して防止すること」

を重点的な項目として、職員及び利用者の方々等に、日常的にチェックをいただく

ことを目的としています。

〇 チェックは、各施設の「コロナガード（職場での感染対策担当）」等を中心に

日々点検を行い、問題があれば速やかに改善ください。

※この重点項目以外にも、県から配布中の「社会福祉施設等における新型コロナウイルス

感染・まん延防止チェックリスト」もご留意ください。

通所系
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【コロナガードによる施設の感染防止のための重点的なチェック項目】

チェック欄☑

・施設に感染対策の担当者である「ぎふコロナガード」を設置し、検温、マスク着用、手
洗い徹底など、感染防止対策を毎日チェックしているか。
  ※令和2年11月25日付け知事メッセージ「県民の皆さまへ年末年始に向け『第３波の拡大阻
止』を」にて依頼。

・県が配信する感染防止対策に関する動画等を用いて施設内研修を開催し、職員等が
感染防止に関する正しい知識を習得しているか。

・職員による体調不良の報告を徹底し、体調不良者がストレスなく休むことができる環
境づくりをしているか。

・全ての利用者や面会者、委託業者等について、体温計測に加え体調管理チェックシー
トを用いた確認体制を実施しているか。

・利用者の施設への出入り、送迎に当たっては、体温・体調チェックのみならず、可能な
場合は酸素飽和度測定等により、普段とは異なる兆候を見逃さないようにしているか。

・感染の疑いをより早期に把握できるよう、管理者・コロナガードが中心となり、毎日の
体温・体調チェックにより、利用者の健康状態や変化の有無等に注意しているか。

・職員、利用者ともに、マスクの常用※、手指衛生の励行（手洗い、アルコール消毒）を
徹底しているか。（※利用者はマスクができる方のみ）

・トイレのドアノブや取手、エレベーターのボタンなど複数の職員等が共有するものにつ
いて、定期的に消毒用エタノール等で清拭し、消毒を行っているか。

・職員の食事場所や更衣室（ロッカー室）について、感染リスクを避ける配慮を行ってい
るか。

（３）施設内で感染を拡大させないための対策について

チ　ェ　ッ　ク　項　目

（２）施設内に感染を持ち込まないための対策について

（1）施設の感染防止体制について
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